
ふるさと納税寄附金活用事業 ２０２６年４月

65歳以上の高齢者および高齢者と同じ世帯の方へ
特殊詐欺対策電話機等の購入費用を補助します。

〇申込期間

令和8年4月1日（水）～ 令和9年2月26日（金）

対象者

市内に居住し、住民登録がある満６５才以上の方 または満６５才以上の方と同じ世帯の方

補助の対象となる対象機器 ※1世帯1台限り（令和７年度補助を含む）

１年以内に、市内の販売店で購入した特殊詐欺対策機能（下記①～②のどちらか）の
備わった固定電話機又は固定電話機に接続する外付け機器

①警告音声発信 及び 電話着信時に、「通話が録音されます」など電話の相手方に

通話内容録音機能 警告音声を発し、通話中に自動的に通話内容を録音する機能

②迷惑電話警告表示機能 迷惑電話を判別し、着信拒否または着信ランプ等で警告表示
する機能

補助金額

購入経費（消費税及び地方消費税を除く）の１／２ （100円未満の端数切り捨て）
※補助金額の上限は、１０，０００円 です。
※ポイントやクーポン等で割引を受けた場合は割引後の税抜額が対象額です。

（例）税抜20,000円の電話機を500ポイント（500円相当）を利用して購入した場合
(20,000円-500円)×1／2＝9,750円（100円未満切捨） ⇒ 補助金額 9,700円

申請に必要な書類

①申請書兼請求書（別記様式第１号）
②領収書の写し
③機能が確認できる書類（カタログなど）
④設置状況が確認できる写真
⑤振込希望先の金融機関口座情報の写し（※申請者本人の口座に限ります）

申請の流れ

電話機
購入

①提出書類の準備
②補助金申請（窓口または
オンライン申請）

補助金交付
決定

申請者口座へ振込
（申請から約１か
月半～２か月後）

【申請・お問合せ先】
近江八幡市役所
市民部 人権・市民生活課

（市役所本庁１階）
電 話：０７４８ー３６－５８８１
ＦＡＸ：０７４８ー３６－５８８２

※申請書等は、人権・市民生活課窓口、
安土町総合支所1階情報公開コーナー
で配布します。
市ホームページからもダウンロードで
きるほか、オンラインでの申請も受け
付けています。

詳しくは ⇒

二次元コード

この通話は、
防犯のために
録音されます
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